
１．総括

(1)  人件費の状況 （普通会計決算）

（注）1 人件費には、特別職に支給される給料等を含みます。
2 住民基本台帳人口は、令和3年1月1日現在のものです。

(2)  職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）1 職員手当には退職手当を含みません。
2 職員数は、令和２年4月1日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用

職員は含まれていません。
3 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれていますが、会計年度任用職員

の給与費は含まれていません。

(3)  ラスパイレス指数の状況

（注）1 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、
学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

※ 令和3年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している場合、
　　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込みについて
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　指数が100を超え、類似団体と比較しても高い状態で推移しています。これは、職員構成の相違のほか、キャリア最
終盤における給与水準の上昇の抑制が国や類似団体に比べて弱いこと等が要因と考えているところです。
　本市では、平成28年度に実施した「給与制度の総合的見直し」により、給料表について国を上回る引下げを行うとと
もに、年功的な給与水準の抑制を図ったところであり、その効果をしっかりと検証し、引き続き市人事委員会勧告に基
づく適正な給与水準の確保に努めてまいります。
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(4)  給与改定の状況
①月例給

（参考）

％

（注） 「民間給与」、「職員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。

②特別給（期末・勤勉手当）
（参考）

（注）

(5)  給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の
　　　　 見直し等に取り組むとされています。

①給料表の見直し

［　実施　］

　実施内容（平均引下げ率、実施時期、経過措置の有無等具体的な内容）

（給料表の改定実施時期）　平成28年4月1日

（内容）
　行政職給料表について、平成27年のさいたま市人事委員会勧告に基づき、平均2.6％の引下げ。初任給に係る1級
については、人材確保の観点から据置き。また、2級以上の級については、職務・職責、高齢層職員の在職状況等を
考慮して、最大で4.4％の引下げ。
　その他の給料表については、行政職給料表との均衡等を踏まえて、見直しを実施（医療職給料表（1）については、
医師の処遇を確保する観点から、据置き）。

②地域手当の見直し

　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）　国基準15％に対し、さいたま市においても15％を支給。

（実施時期）　平成28年4月1日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成29年4月1日時点は14％、給与
　　　　改定後は平成29年4月に遡及し14.26％、平成30年4月1日から15％を支給。

③その他の見直し内容

　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国に準じて見直しを実施。（平成28年4月1日実施）
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(1)  職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和3年4月1日現在）

（注）1

2

3

（注）1 「平均給料月額」とは、令和3年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
2

3 埼玉県、政令指定都市の各平均は、小・中学校（幼稚園）教育職として計算したものです。

43.3 円

円

1.90

政令指定都市平均

円

清 掃 職 員

44.2

④小・中学校教育職　

363,080

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当
の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
また、金額は比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。
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は前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。
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２．職員の平均給与月額、初任給等の状況
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技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、さいたま市では正規職員のみの状況であるのに対し、民間はアルバイト
等非正規職員を含んだ状況であり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

なお、廃棄物処理業従業員及び他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者については、全国平均データを使用し、飲食
物調理従事者については、埼玉県内平均データを使用しています。

他に分類されない運搬・
清掃・包装等従事者



(2)  職員の初任給の状況（令和3年4月1日現在）

(3)  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和3年4月1日現在）

(1)  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和3年4月1日現在）

（注） 標準的な職務名は、それぞれの級に該当する一般的な職務の名称を例示しています。
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３．一般行政職の級別職員数等の状況
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(2)  国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和3年4月1日現在）

(3)  昇給への人事評価の活用状況（さいたま市）

昇給実績がある区分 昇給可能な区分

　標準、下位の区分

活用している昇給区分 昇給可能な区分

特定管理職員

○ ○

　ロ　人事評価を活用していない

一般職員

昇給実績がある区分

○　上位、標準、下位の区分

○

活用予定時期

○

　標準の区分のみ（一律）

令和3年4月2日から令和4年4月1日
までにおける運用

○　イ　人事評価を活用している

　上位、標準の区分



４．職員の手当の状況

　　 1,631 千円 　　 1,671 千円

○勤勉手当への人事評価の活用状況（さいたま市：一般行政職）

月分 月分
月分 月分
月分 月分
月分 月分

（注） 1人当たり平均支給額は、令和2年度に退職した職員に支給された平均額です。

％ 人 ％
％ 人 ％

円

支給可能な成績率

勤続35年

○ ○

(3)  地域手当（令和3年4月1日現在）

勤勉手当

国

期末手当
　（令和2年度支給割合)

埼玉県

(1.45)月分 (0.9)月分

　（令和2年度支給割合)

―

期末手当

33.27075
39.7575 47.709

最高限度額

・役職加算　5～20％　・役職加算　5～20％　

24.586875 勤続20年
応募認定・定年勧奨・定年 支給率自己都合

1人当たり
平均支給額

定年前早期退職特例措置
（2～45%加算）

(2)  退職手当（令和3年4月1日現在）

勤続25年勤続25年

47.709

千円2,364

○

　標準の成績率のみ（一律）

○

勤続20年

医療職給料表(1)適用者(医師) 16

・役職加算　5～20％　

勤続35年

8,987,542

支給率

573,331

千円支給実績（令和2年度決算）

上記の適用者以外

　(加算措置の状況)

その他の加算措置
定年前早期退職特例措置
（2～20%加算）

その他の加算措置

28.0395

国
自己都合

　1人当たり平均支給額（令和2年度）

活用している成績率

期末手当

職制上の段階、職務の級等による加算措置

勤勉手当

　1人当たり平均支給額（令和2年度）

勤勉手当

15 14,921

職制上の段階、職務の級等による加算措置

○

支給実績がある成績率

・管理職加算　15～25％　

　上位、標準、下位の成績率

16

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算）

132
支給対象

○

15

特定管理職員 一般職員

　ロ　人事評価を活用していない

さいたま市

・管理職加算　10～25％　

活用予定時期

支給実績がある成績率 支給可能な成績率

47.709

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

2.55月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　（令和2年度支給割合)

本市と同じ

　(加算措置の状況)

本市と同じ

さいたま市

1.9月分

　(加算措置の状況)

最高限度額

21,830

本市と同じ

19.6695

支給対象職員数 国の制度（支給率）

　標準、下位の成績率

　イ　人事評価を活用している

支給率

千円

令和3年度中における運用

(1)  期末手当・勤勉手当

　上位、標準の成績率



千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

日額1,000円

191,915 円

36.9 ％

29
支給実績

（令和2年度決算）

713 千円

405 千円

182 千円

29,099 千円

日額200円等庁外における市税等の調査、検査、徴収又は滞
納処分に関する業務

3,328

日額210円

救急業務手当

整備管理者

区分

用地交渉等業務手当

日額250円

日額320円等

日額400円

福祉事務所のケース
ワーカー等

教員特殊業務手当

一般

病理解剖補助業務手当

医療業務手当

班編成の作業で指導業務
に従事する職員

日額300円

日額300円等

助産師・看護師・准看護
師

日額460円

１件2,000円

試験、検査等業務手当

842

130,639

115,441 千円

4

41,760

179,312

2,446 千円

千円

動物取扱業務手当

児童虐待への対応又は児童の一時保護の業務

社会生活への適応が困難な児童に対する、相談
その他の援助、心理に関する治療又は生活指導
の業務

83,643

52

199,433 千円

6,833 千円

207,137 千円

377 千円

4,952

50,528 千円

病院で行うリスクの高い分べんに係る業務等

千円

240

26,278 千円

2,891 千円

805 千円

正規の勤務時間が深夜に割り振られている職員
の深夜における勤務

28,417 千円

有機溶剤を使用した試験、検査等の業務

放射線装置を使用して行う撮影、透視等の業務

葬祭業務手当

変則勤務手当

病院等で行う医療業務

消防業務手当

食肉中央卸売市場又はと畜場の業務

高所や深所等の特殊な現場で行う業務

右記の施設の職員

一般

自動車整備業務

感染症の患者等の救護業務（※）、感染症等の病
原体に汚染された物件等の処理業務（※）、
伝染性疾病等の病原体を保有する獣畜等に対す
る防疫業務、
人体に有害な薬品を使用する薬剤散布及び特殊
な農薬を使用する農作物病害虫防除業務

※新型コロナウイルス感染症対応にかかる業務に
ついては、特例措置として支給単価を増額してい
ます。

１回280円等

直接患者に接することを常
例とする職員

臨床検査技師

夜間看護業務手当

病院等業務手当

分べん業務手当

日額200円

１件10,000円等

日額150円

日額200円

作業指導業務手当

清掃業務手当

感染症等の病原体に汚染された検体等の試験、
検査等の業務

病院において正規の勤務時間外に緊急の呼出し
に応じて行う診療業務

教育業務連絡指導手当

狂犬病の病性鑑定検査の業務等

犬の捕獲等の業務

日額500円

自動車整備業務手当

(4)  特殊勤務手当（令和3年4月1日現在）

日額150円

1

9 千円

58 千円

544 千円

日額400円

行旅病人及び行旅死亡人取扱
業務手当

病院等の業務

病理解剖の補助業務

勤務１回1,000円

葬祭業務、葬祭用具等の提供若しくは撤去又は
出棺等の業務

１件600円

児童相談所等業務手当

北部児童相談所及び南
部児童相談所の職員

子ども家庭支援課の職
員

支給実績（令和2年度決算）

全職種

1,116,368 千円

行旅死病人の救護又は収容の業務

税務等業務手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和2年度）

災害対策業務手当

日額400円等

１回1,000円

日額1,000円

消防職員

り災救助業務

ごみ、汚泥又はし尿の収集業務等

福祉保健業務手当

１体2,000円

一般

死体を取り扱う業務死体取扱業務手当

防疫等業務手当

斎場の職員

診療放射線技師及びこ
れを補助する職員

特殊車両等運転業務手当

獣医師

一般

保健科学課及び
生活科学課の職員

社会福祉に関する指導監督又は現業の業務、精
神保健及び精神障害者の福祉に関する業務

日額310円

特殊車両等の運転等の業務

日額300円

日額550円等

１件250円

日額600円等

食肉中央卸売市場又は
と畜場の職員

道路又は水路の工事業務

手当の名称 支給単価

り災救助業務手当

卸売市場及びと畜場業務手当

一般

一般

保健科学課等右記の業
務に従事した職員

特殊現場業務手当

福祉課のケースワー
カー等

福祉課の職員

環境科学課等右記の業
務に従事した職員

獣医師

正規の勤務時間が深夜に割り振られている看護
業務

勤務１回1,000円

土木等業務手当

１件1,800円等

日額390円

道路維持課の職員

医師

病院に勤務する医師等 勤務１回1,620円等

正規の勤務時間が深夜
に割り振られている職員

一般

日額8,000円等
非常災害時等の緊急業務、
修学旅行等における指導業務

教育職員

清掃作業又は土木作業の指導業務

主な支給対象職員 主な支給対象業務

連絡調整及び指導助言等の職務
（教育職員が主任等の職務に従事した場合）

教育職員

産婦人科の医師

日額400円

勤務１回3,600円等

犬、猫等の死がいの取扱業務

獣畜の生体検査、解体前検査又は解体後検査の
業務

火災出場業務等

日額4,000円等

ガス、粉じんその他の有毒物、高熱、騒音等が発
散する場所において行う環境の調査又は指導の
業務

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算）

指定管理職員とそれ以外の
庁外従事職員

福祉事務所のケース
ワーカー、保健センター
の職員等

土地取得、換地及び借地並びにこれらに伴う補償
の交渉業務

災害発生時におけるその対策業務

手当の種類（手当数）

日額350円

廃棄物処理施設、下水及びし尿処理施設の業務



（注） 職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（各年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数
（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

(6)  その他の手当（令和3年4月1日現在）

異なる 支給額

交通機関等利用：6か月定期券
の利用など、最も経済的かつ合
理的である運賃等の額
交通用具使用：用具使用距離に
応じ、2,000円～31,600円
※支給限度月額　55,000円

扶養手当

645

宿日直手当

手 当 名

支給額

1,091,861千円

同じ

内容及び支給単価

配偶者： 6,500円
子　　　：10,000円
父母等： 6,500円
配偶者がいない場合の扶養親族
１人目：10,000円（子）、6,500円
（父母等）
満16歳の年度初めから満22歳の
年度末までの子１人に対する加
算：5,000円

通勤手当

住居手当

職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 575

5,659,669

1,238,015千円

職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

1,234,737千円

102,521円

管理職手当

千円

76,290円

借家・借間：家賃に応じて28,000
円を限度に支給

同じ

国の制度と異なる内容
支給実績

（令和2年度決算額）

185,551円

404,667千円
補充困難な医療職給料表(１)適
用者（医師）に支給：49,100～
308,600円

支給額

臨時又は緊急の必要により、週
休日、休日等又は平日深夜に勤
務した指定管理職員に支給：
4,000～18,000円

321,567千円 55,596円

支給額

同じ

1,136,937千円

193,971千円

3,136,950円

支給額

義務教育諸学校等に勤務する教
職員に支給：2,000円～8,000円

65,192円

義務教育等
教員特別手当

管理又は監督の地位にある職員
に支給：65,000～152,000円

294,135円

(5)  時間外勤務手当等

支給実績（令和2年度決算）

235,457円

異なる

宿直勤務又は日直勤務を命ぜら
れた職員に支給：6,000～40,000
円

正規の勤務時間として、午後10
時から翌日の午前5時までの間
に勤務した職員に支給：勤務1時
間につき勤務1時間当たりの給与
額の25/100

毎年11月から3月までの各月の
初日において、寒冷地（福島県
南会津郡南会津町）に勤務する
職員に支給
　世帯主（ 扶養有）：17,800円
　世帯主（ 扶養無）：10,200円
　その他：7,360円

寒冷地手当

単身赴任手当

631千円

3,154千円

23,404千円異なる
管理職員

特別勤務手当

公署を異にする異動に伴い住居
を移転し、やむを得ない事情に
より同居していた配偶者等と別居
し、単身で生活する職員に支給：
配偶者等の住居から新たな勤務
先までの距離が60km以上の場
合　30,000円（移転後の住居から
配偶者等の住居までの距離に応
じて、8,000～70,000円を加算）

異なる

同じ

夜間勤務手当

58,263千円

同じ

異なる

52,613円

350,444円

初任給調整手当

同じ

千円

千円支給実績（令和元年度決算）

千円

952,208円

4,867,616

国の制度
との異同

支給職員1人当たり
平均支給年額

（令和2年度決算額）



５．特別職の給与等の状況（令和3年4月1日現在）

（注） 加算率のうち、①は給料及び地域手当に加算する率であり、②は給料又は議員報酬に加算する率です。

（注） 「１期の手当額」は、１期（４年＝４８月（教育長は３年＝３６月））勤めた場合の退職手当額です。

5,987,520円 任期毎

8,033,760円

4,961,280円

加算率※１２月

－

任期毎

教育長

任期毎

1,210,000円

951,000円

797,000円

608,000円

29,040,000円

　　　　給料月額×０．２１×在職月数

　　　　給料月額×０．３３×在職月数

977,000円

６月

500,000円

841,500円

支給時期

②45%

15,063,840円

792,000円 －

807,000円

１期の手当額

区 分

－

期末手当

1,285,000円

1,179,000円

任期毎

953,000円
648,000円

779,000円
1,061,000円

　　　　給料月額×０．５０×在職月数

任期毎

議長

　　　　給料月額×０．１７×在職月数常勤の監査委員

水道事業管理者

副市長

水道事業管理者

副議長

常勤の監査委員

副市長

(1)  給料（議員報酬）・期末手当

給料・議員報酬

さいたま市
(参考） 政令指定都市における
上段：最高額／下段：最低額

　　　　給料月額×０．２１×在職月数

873,000円

(2)  退職手当

区 分

市長

算定方式

議員

1.675
月分

1.675
月分

3.3５
月分

1.675
月分

1.675
月分

3.35
月分

計

1,599,000円
市長

教育長

703,000円

①20%
及び
②25%



６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

人

人）

人

人）

人

経済政策業務の増

交通政策業務の増、みどり推進業務の増

DX関連業務の増、戸籍等窓口業務の増

賦課徴収業務の増

児童福祉司、児童心理司の増、生活保護現業員の増

新型コロナウイルス関連業務の増

農業環境整備業務の増

＜参考＞

人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　

（類似団体の人口10,000人当たり職員数

小学校教職員の増

41.0

45.9

水道営業業務の委託化による減

下水道建設業務の増

消防業務の増

（類似団体の人口10,000人当たり職員数

診療業務の増、看護業務の増、患者支援業務の増

＜参考＞

人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　

112.8

対前年
増減数

0

1

216

66

0

1

15

(734)

主な増減理由

5

116.6

14

1

-3

103.3

総務

衛生

15

1

368 (56)

140 (20)

244

1,009

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 令和3年令和2年

職員数

普
通
会
計
部
門

教育部門

計

小　計

議会

労働

139 (17)

243

　　　３　[     ]内は、条例定数の合計です。

[ 15,659］ [ 0］ 人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　

合　　計 (7,077) 15,440 (7,223)15,210

1

230

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　(  　 )内は、女性職員の内数です。

介護保険業務の増

＜参考＞

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門 その他

[ 15,659］

371 (54)水道

(103)

994 (726)

(54) (55)

13,463 (6,177) 13,679

1,747 (900) 1,761

（各年４月１日現在）

13

49

65

6,903 (3,923)

149

(366)

307 (92) 320 (85)

1,150 (367) 1,165

病院

下水道

小　計

農林

一
般
行
政
部
門

消防部門

商工

土木

民生

税務

34 (9) 34 (11)

6,837 (3,854)

66 (12)

5,285 (2,269)

(2)

2,075 (1,348)

929 (362) 994 (391)

(1,315)2,026

1,341

7 (3)

63 (11) 64 (10)

7

67 (10)

703 (99) 708 (106)

5,434 (2,330)

(105)

1,342

(6,308)

(915)



（2)年齢別職員構成の状況（３年４月１日現在）

　

(  　 )内は、女性職員の内数です。

(3)職員数の推移

( )

( )

( )

( )

( )

( )

（注）　職員数は、各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

910

(947) (807) (736) (666)

1,505

(689) (497)

職員数

(2) (561) (1,027)

13

6,346

(646)

1,3261,283

5,850

1,302 4.6%

417

5,622

59

（単位：人・％）

8.3%

438.9%

２年 ３年

(459) (186)

15,440

(7,223)

15,210 15,440

1,204 1,136

1,747

398

人

～ ～ ～ ～

人 人

55歳

1,673

6,098

6,837

13,463

1,342

13,679

6,135

2481,761

12,694

人 人

59歳 以上

60歳44歳 48歳

　　　　　　　年　　度

　部 門 別

教　育

消　防

一般行政

過去5年間
の増減数（率）

20歳 20歳 24歳 56歳28歳 32歳 36歳 40歳

～ ～

人 人

未満

～ ～ ～

人人 人

52歳

２８年

9,094

３０年

1,321

13,766

5,834

12,305

1,662

２９年

5,038

13,967総合計

5,017

1,513

普通会計計

公営企業等会計計

12,190

1,576

1,281

7,581 80.4%

16.4%

69.8%

1,414

1,341

5,233

14,367

３１年

5,434

6,903

1,920 1,587

31歳

人 人

1,555

43歳 47歳 51歳

人

区　分 計

23歳 27歳

～

35歳 39歳

5,150 5,285

1,8701,928

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成比

%



７　公営企業職員の状況
 水道事業

① 職員給与費の状況
ア　決算

総費用に占める

職員給与費比率

　　　　　　Ｂ／Ａ

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費698,841千円を含まない。

区分 職員数

Ａ

2年度 人

417

（注）　１　職員手当には退職給与金を含まない。

   　   ２　職員数は、令和3年3月31日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和3年4月1日現在）

歳 円 円

46.2 歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（2年度） １人当たり平均支給額（2年度）

千円　 千円　

（2年度支給割合） （2年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当期末手当 勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当期末手当 勤勉手当

2.55 月分 1.90 月分 2.55 月分 1.90 月分

（1.45） 月分 （0.90） 月分 （1.45） 月分 （0.90） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ  退職手当（令和3年4月1日現在）

月分 月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和2年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ  地域手当（令和3年4月1日現在）

％ 人 ％さいたま市 15 422 15

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 562,647 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（令和2年度決算） 237,437 千円

その他の加算措置
定年前早期退職特例措置（2～20%加
算）

その他の加算措置
定年前早期退職特例措置（2～20%加
算）

1人当たり
平均支給額

千円

最高限度 47.709 47.709 最高限度 47.709 47.709

18,882
1人当たり

平均支給額
2,364 千円 21,830 千円

勤続35年 39.7575 47.709 勤続35年 39.7575 47.709
勤続25年 28.0395 33.27075 勤続25年 28.0395 33.27075
勤続20年 19.6695 24.586875 勤続20年 19.6695 24.586875

さいたま市水道局 一般行政職

支給率 自己都合 勧奨・定年 支給率 自己都合 勧奨・定年

団 体 平 均 361,241 548,236

さいたま市水道局 一般行政職

1,587 1,604

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

さ い た ま 市 水 道 局 40.3 371,525 556,534

1,510,344 471,554 669,635 2,651,533 6,358 6,587

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費 一人当たり給与費 （参考）指定都市平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ Ｂ／Ａ　　 一人当たり給与費

25,708,653 4,800,178 2,651,534 10.31 9.97

Ａ  Ｂ　 める職員給与費比率

2年度 千円　 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 （参考）

質収支 31年度の総費用に占



エ  特殊勤務手当（令和3年4月1日現在）

千円

千円

千円

千円

オ  時間外勤務手当

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。
　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（各年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　 （管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ  その他の手当（令和3年4月1日現在）

限度額

さいたま市水道局 一般行政職との異同
借家・借間 28,000円 同じ

自ら所有する住宅 廃止 同じ

（イ）　住居手当

支給実績（令和2年度決算） 32,443 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 311,956 円

配偶者を有しない者の扶養親族1人目 10,000円 同じ

満16歳の年度初めから満22歳の
年度末までの子1人に対する加算

5,000円 同じ

さいたま市水道局 一般行政職との異同
配偶者 6,500円 同じ

配偶者以外の扶養親族
1人につき
10,000円

同じ

（ア）　扶養手当

支給実績（令和2年度決算） 33,296 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 219,050 円

支給実績（令和元年度決算） 93,782 千円

職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 242 千円

支給実績（令和2年度決算） 89,521 千円

職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 236 千円

特殊車両等運転業務手当 従事した職員 特殊車両等の運転等の業務 9 日額300円

上水道作業手当 工務課 埋設水道管の補修等の現場作業業務 16 日額250円

日額150円
配水課

有害薬剤取扱業務手当 水質管理課
労働安全衛生法施行例別表第３・第６
の２に規定する物質の取り扱い業務

335 千円 日額150円

清掃業務手当 配水管理事務所 次亜貯蔵タンク、配水池の清掃業務 958 日額1,000円

危険手当
配水管理事務所 高圧電気、次亜塩素等有害薬剤を取り

扱う業務
510 千円

1件300円

滞納金徴収業務手当 営業所
庁外における水道料金等の困難な滞
納金徴収業務

0 千円 日額250円

用地交渉等業務手当 従事した職員 土地取得等の交渉業務 0 日額310円

給水停止業務手当 営業所
使用料等の滞納処分として行う給水停
止の業務

0 千円

支給単価

災害対策業務手当
指定管理職員とそ
れ以外の庁外従
事職員

災害発生時におけるその対策業務 0 千円 日額1,000円

手当の種類（手当数） 9
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 29,490 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和2年度） 14.69 ％

支給実績（令和2年度決算） 1,828 千円



管理職手当
管理又は監督の地位に
ある職員に支給

支給実績 39,276 千円

支給職員1人当たり平均支給年額 935,143 円

※１月当たりの支給限度額 55,000円 同じ

（エ）　その他
手当名 手当内容 支給実績（令和2年度決算）

臨時又は緊急の必要に
より、週休日又は休日等
に勤務した指定管理職
員に支給

支給実績 36 千円
管理職員

特別勤務手当
支給職員1人当たり平均支給年額 9,000 円

さいたま市水道局 一般行政職との異同

 交通機関等利用
6か月定期など、最も経済的
かつ合理的である支給単位
期間の額

同じ

 交通用具使用
用具使用距離に応じ、

同じ
2,000円～31,600円

（ウ）　通勤手当

支給実績（令和2年度決算） 37,716 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 96,461 円


